
別表十四（二）

26欄又は42欄に記載がある場合には、適用額明細書の記載が必要です。

認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例（認定特定
非営利活動法人がみなし寄附金を支出した場合）を適用している場合に
は、適用額明細書の
　①租税特別措置法の条項欄に、
　　　「特定非営利活動促進法改正前旧措置法第66条の11の２第１項」※１
　　　又は「第66条の11の２第１項」※２
　②区分番号に、「00375」※１又は「00393」※２
　③当該別表十四(二）26欄の金額（円単位）
を記載してください。

※１　「旧認定特定非営利活動法人」がみなし寄附金を支出した場合
※２　「認定特定非営利活動法人」がみなし寄附金を支出した場合
(注)　認定特定非営利活動法人以外の法人は、適用額明細書に記載しな
　　いでください。

26欄

認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例を適用して
いる場合には、適用額明細書の
　①租税特別措置法の条項欄に、
　　　「特定非営利活動促進法改正前旧措置法第66条の11の２第２項」※１
　　　又は「第66条の11の２第２項」※１、２
　②区分番号に、「00394」※１又は「00424」※２
　③当該別表十四(二）42欄の金額のうち「寄附先又は受託者」の欄に「認
　　 定特定非営利活動法人」※１、「旧認定特定非営利活動法人」※１又は
　　 「仮認定特定非営利活動法人」※２の記載があるものの合計額（円単
　　 位）を記載してください。

※１　「認定特定非営利活動法人」、「旧認定特定非営利活動法人」に対
　　 する寄附金の場合
※２　「仮認定特定非営利活動法人」に対する寄附金の場合

42欄
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